
兵 庫 県 三 田 市

平成 21年 3月 31日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２５年度 (５ヶ年計画)

三田市民病院

三田市けやき台３丁目１-１

300床

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

医業収益 6,473 5,820 6,275 6,462 6,589 (百万円)

経常損益 △ 1,116 △ 1,016 △ 469 △ 336 △ 168 (百万円)

経常収支比率 86.7% 86.7% 93.9% 95.6% 97.8%

職員給与費比率 48.8% 56.5% 52.9% 51.5% 50.6%

上記目標数値設定の考え方

・医業収益～特に稼働率の向上による入院収益の改善を図る設定とした
・経常損益～収益向上と費用抑制により最終年度に黒字化を目指す設定とした
・経常収支比率～平成25年度に100%以上を目指す設定とした
･職員給与比率～計画の最終年度には50%以下を維持、確保する設定とした
（経常黒字化の目標年度：H25年度）

・急性期医療(特に、「二次救急医療」、「脳血管疾患」、「急性心筋梗塞」等の急性期医療を
中心)の堅持
・がん、糖尿病、小児、周産期の医療については、現体制を堅持・強化
・その他の医療についても、地域医療連携を進める中で現体制を堅持

・繰出金通達に基づく負担(基準内繰出)
・Ｈ7年新築移転に伴う病院本体の単価差・面積差分及び病院本体以外の繰出基準外の
負担(基準外繰出・市独自分)

三田市民病院経営健全化計画

内科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、麻酔科、形成外科【16診療科】

対 象 期 間

公立病院改革プランの概要

団 体 名

プ ラ ン の 名 称

策 定 日

(別紙３）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目
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団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

病床利用率 68.6% 70.6% 78.0% 80.0% 82.0% (300床ﾍﾞｰｽ)

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 84.8% 1８年度 83.0% １９年度 68.6%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

兵庫県三田市
(三田市民病院)

・収益確保～専門外来の充実、紹介患者の増加、病床管理の改善、医師負担の軽減等
・人材確保～医師の処遇改善、女性職員の働きやすい環境整備、研修強化体制等

・研修体制の充実～全職種の研修体制の充実
・実施体制～リーダーシップの発揮、部門別損益計算制度の構築、人事評価制度の検討、
院内提案制度の導入、医療情報システムの拡充等

無し

・実施体制の強化～リーダーシップの発揮、部門別損益計算制度の構築、人事評価制度
の検討、院内提案制度の導入、医療情報システムの充実、プロパ職員の採用等を実施す
る

・事業規模～現状の300床を堅持、現状の16診療科を堅持
・事業内容～二次救急と急性期医療を堅持、強化
・経営形態～市直営の「地方公営企業法の全部適用」へ移行

・費用削減～時間外勤務の削減、後発医薬品への転換、購買方法の見直し等

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画
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団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

・二次救急医療(阪神北医療圏域の指定有)
・脳卒中等の脳疾患急性期医療(阪神北・丹波医療圏域の指定有)
・急性心筋梗塞等の心疾患急性期医療(阪神北医療圏域の指定有)
・がん診療(阪神北医療圏域の専門機能を有する病院として位置付け)
・糖尿病(阪神北医療圏域の急性憎悪時治療病院として位置付け)

兵庫県三田市
(三田市民病院)

・外部の有識者による委員会にて評価、点検を実施 (平成21年度より)

・毎年度末等に経営状況等を点検、評価 (Ｈ21年度中に設置予定)

＜時 期＞
Ｈ21年7月(予定)

＜内 容＞
経営の効率性・自主性を高め、より機動的な経営を図りつ
つ、救急医療を中心とする政策的医療を市の責務として実施
するため、「地方公営企業法全部適用」に移行する。

三田市民病院、伊丹市立伊丹病院、市立川西病院、宝塚市立病院

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

経営形態見直し計画の概要

＜時 期＞
ネットワーク化については、
右記内容で、既に一部実施
済み

＜内 容＞
一次医療、慢性期医療においては、地域の医師会や医院等
との地域医療連携を図り、地域に不足する小児・周産期医療
については、神戸市北区の医療機関との連携をより強化す
る。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

経営形態の見直し（検討）の方向
性

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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(別紙） 団体名
（病院名）

兵庫県三田市 (三田市民病院)

１．収支計画 （収益的収支） (単位：百万円、％)

年 度

区 分

１. ａ 6,782 6,473 5,820 6,275 6,462 6,589

(1) 6,288 5,997 5,334 5,793 5,980 6,107

(2) 494 476 486 482 482 482

280 281 295 281 281 281

２. 703 773 793 929 914 899

(1) 630 702 738 861 846 831

(2) 0 0 0 0 0 0

(3) 73 71 55 68 68 68

(A) 7,485 7,246 6,613 7,204 7,376 7,488

１. ｂ 7,458 7,631 6,947 7,000 7,061 7,027

(1) ｃ 3,135 3,160 3,289 3,319 3,326 3,333

(2) 2,417 2,546 1,724 1,767 1,826 1,815

(3) 1,086 1,129 1,138 1,122 1,117 1,087

(4) 778 763 764 760 760 760

(5) 42 33 32 32 32 32

２. 752 731 682 673 651 629

(1) 522 502 480 460 438 416

(2) 230 229 202 213 213 213

(B) 8,210 8,362 7,629 7,673 7,712 7,656

経 常 損 益 (A)－(B) (C) △ 725 △ 1,116 △ 1,016 △ 469 △ 336 △ 168

１. (D) 3 0 1 1 1 1

２. (E) 24 31 31 31 31 31

特 別 損 益 (D)－(E) (F) △ 21 △ 31 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30

△ 746 △ 1,147 △ 1,046 △ 499 △ 366 △ 198

(G) 5,854 7,001 8,047 8,546 8,912 9,110

(ｱ) 1,730 2,526 1,927 1,846 1,934 2,095

(ｲ) 438 425 425 425 425 425

0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0

（※） △ 238 809 △ 599 △ 81 88 161
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)

ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
○「N年度 単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

×100

不 良 債 務 比 率 ×100

医 業 収 支 比 率

△ 1,292

-19.1%

83.0%

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不

良

債

務
差引

不 良 債 務
(ｵ)

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

×100

｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

単 年 度 資 金 不 足 額

職員給与費対医業収益比率 ×100

経 常 収 支 比 率

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

減 価 償 却 費

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

支

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

支 払 利 息

収

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

そ の 他

経 常 収 益

そ の 他

医 業 外 費 用

22年度21年度

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（見込）

46.2%

90.9%

0

△ 1,292

91.2%

-19.1%

0 0 0 0

△ 2,101 △ 1,502 △ 1,421 △ 1,509

86.7% 86.7% 93.9% 95.6%

-32.5% -25.8% -22.6% -23.4%

84.8% 83.8% 89.6% 91.5%

48.8% 56.5% 52.9% 51.5%

病 床 利 用 率

△ 2,101 △ 1,502 △ 1,421

68.6%

地方財政法上の資金不足の割合 ×100

△ 1,509

-32.5% -25.8% -22.6% -23.4%

-32.5% -25.8% -22.6% -23.4%

97.8%

-25.3%

-19.1%

-25.3%

-25.3%

23年度

0

△ 1,670

93.8%

50.6%

△ 1,670

82.0%70.6% 78.0% 80.0%



団体名
（病院名）

兵庫県三田市 (三田市民病院)

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

年 度

区 分

１. 140 104 200 200 200 250

２. 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0

５. 493 524 520 528 499 501

６. 0 0 0 0 0 0

７. 0 1,496 0 0 0 0

(a) 633 2,124 720 728 699 751

(c) 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 633 2,124 720 728 699 751

１. 215 146 262 300 300 450

２. 769 849 834 840 775 771

３. 0 0 0 0 0 0

４. 1 0 0 0 0 0

(B) 985 995 1,096 1,140 1,075 1,221

差 引 不 足 額 (B)－(A) (C) 352 △ 1,129 376 412 376 470

１. 352 △ 1,129 376 412 376 470

２. 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0

(D) 352 △ 1,129 376 412 376 470

補てん財源不足額 (C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し
(単位：千円）

（ ） (18460) (58900) (196678) (196678) (196678)

910,281 982,354 1,033,317 1,142,000 1,127,000 1,112,000

（ ） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

493,291 523,908 520,414 528,000 499,000 501,000

（ ） (18460) (58900) (196678) (196678) (196678)

1,403,572 1,506,262 1,553,731 1,670,000 1,626,000 1,613,000

（注）
1
2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の

繰入金をいうものであること。

前年度許可債で当年度借入分

計

又 は 未 発 行 の 額
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

合 計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

（ ）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

21年度

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

実 質 財 源 不 足 額

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

22年度18年度(実績) 19年度（実績）

(F)

そ の 他

そ の 他

支 出 計

利 益 剰 余 金 処 分 額

支

出

繰 越 工 事 資 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

そ の 他

収 入 計

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

(b)

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

0 0

18年度(実績) 19年度（実績） 21年度 22年度20年度（見込）

23年度

0 0

0 0

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

20年度（見込）

23年度

0 0

0 0 0 0



◆三田市民病院経営健全化「実施計画」
(※健全化基本計画書３６ページ以降の具現化計画)

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

1
ベットコントロール体制の強化、院内業務の見直し、前
方連携強化、手術件数増加等により、目標稼働率のクリ
アーを目指す。

88% → 78% → 80% → 82% → 85% → 88%

2

専門外来の充実、地域医療連携の強化による紹介患者の
獲得、また、体制の見直し等により、当院での専門治療
を必要とする外来患者数の増加を目指す。また、人間
ドックについても拡大を目指す。

700人 → 620人 → 640人 → 660人 → 680人 → 700人

3
急性期医療に関する加算、指導料等を積極的に取得す
る。また、診療情報管理士等によるレセプト分析管理の
充実を図り、診療単価の向上を目指す。

入院-52千円以上
外来-10千円以上 → ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

4
業務体制の見直し、医師事務補助員の活用、医療情報シ
ステムの改変等により、医師の負担を軽減し、医療行為
等への集中化を図り、収益の向上を目指す。

順次実施 → ◆

5
後発医薬品の切り換え促進や、購入時の積極的な交渉等
により削減を目指す。

Ｈ20よりも
△1億円

→
Ｈ20より
△5千
万円

→
Ｈ20より
△5千
万円

→
Ｈ20より
△1億円 →

Ｈ20より
△1億円 →

Ｈ20より
△1億円

6
購入価格の低減方法の検討及び使用基準の見直し等によ
り、削減を目指す。

Ｈ20よりも
△5千万円

→
Ｈ20より
△5千
万円

→
Ｈ20より
△5千
万円

→
Ｈ20より
△5千
万円

→
Ｈ20より
△5千
万円

→
Ｈ20より
△5千
万円

7
職種別に業務体制、勤務形態の見直し等を行い、１人当
たり年間時間外数の削減を目指す。(看護部６h・ｺﾒﾃﾞｨ
24h・事務24h／人・年間の減)

Ｈ20よりも
△600万円/年
以上

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

8
委託業務内容・仕様等の精査により、より合理化を図
る。また、各業務の契約更新時には、より精査を行う。

対前年 △
１％
以上

→
対前年
△１％
以上

→
対前年
△１％
以上

→
対前年
△１％
以上

→
対前年
△１％
以上

→
対前年
△１％
以上

9
医師の処遇・労働環境の改善をはかるとともに、不足す
る診療科医師の招聘、確保を図る。
【腎臓内科・小児科・皮膚科・放射線科医師 等】

欠員医師
の補充

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

10
急性期医療の診療体制に対応できるよう、常時看護師の
確保を行うとともに、出産後等でも、再度働きやすい環
境の提供に努める。【看護師確保対策チームの創設等】

欠員看護師
の補充

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

11
女性職員が働き続けることが可能なよう、病後児保育等
に対応できる制度や勤務体制の見直し等の検討を図る。

制度の検討 と
実施

◆ → ◆

12
専門的分野において、外部から実務経験を有する人材を
登用し、病院全体のの能力向上を図る。
【診療情報管理士 等】

専門的分野
の人材雇用

◆ → ◆ → ◆

最 終
目標係数等

年次別実施計画(進行管理)
大
分
類

取 組 項 目 取組・検討内容
目 標
時 期

外 部 評 価

総合
評価

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

「→」＝検討・調整時期、「◆」＝実施時期、数字＝目標数値等
A=優、B=良、C=可、D=不可

収
益
確
保

病床稼働率の向上 毎年

外来患者数の増 毎年

医療収益単価の向上 毎年

医師業務負担の軽減 Ｈ21.10

費
用
削
減

薬品費の削減 毎年

診療材料費等の削減 毎年

時間外勤務の削減 毎年

委託費の合理化による
削減

毎年

人
材
確
保

医師の確保 毎年

看護師の確保 毎年

女性職員が働きやすい
環境の整備

Ｈ22.4

外部からの人材確保 Ｈ23.4



Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

最 終
目標係数等

年次別実施計画(進行管理)
大
分
類

取 組 項 目 取組・検討内容
目 標
時 期

外 部 評 価

総合
評価

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

「→」＝検討・調整時期、「◆」＝実施時期、数字＝目標数値等
A=優、B=良、C=可、D=不可

13
研修医や若手医師の教育プログラムを充実させ、研修医
の増加及び医師のスキルアップを図る。また、指導医の
確保や養成についても強化する。

研修体制 の
強化

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

14
看護師の教育システムの充実を図ると伴に、認定・専門
看護師の取得をバックアップし、学会・研修会参加への
支援を図る。

研修体制 の
強化

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

15
コメディカル・事務員についても、研修会等への参加機
会を増やし、専門的能力の取得や、スキルアップを図
る。また、「院内全体研修」を積極的に実施する。

研修体制 の
強化

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

16
病院事業の経営の効率性・自主性・機動性を高めるた
め、経営形態を地方公営企業法の全部適用へ移行する。
また、事業管理者を設置する。

全部適用
への移行

◆

17
各部門の責任と権限を明確化し、業務遂行上の指揮命令
系統を一元化する。各部門別取組活動等の明確化と「部
門別損益管理制度」等の構築を図る。

部門別管理 制
度の構築

→ ◆

18
職員の努力結果が、報酬等に反映される制度の検討を図
る。

検 討 → → → ◆

19
現場からの改善提案を募集し、取組効果があった場合
は、表彰するなどの制度を検討・導入する。

提案制度 の
実施

◆

20
電子カルテを含む、より高度で、精度の高い基幹医療情
報システムの導入検討と再構築を図る。

システム の
拡充

→ → → → → ◆

21
業務体制の再確認を常に行い、サービスの充実と質向上
に努める。平成23年度内に、「病院機能評価」の再取得
を図る。また、接遇研修等の充実を図る。

機能評価取得
及びｻｰﾋﾞｽ向上

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

22
定期的な「市民講座」の開催や、ホームページ・広報紙
への掲載を積極的に図り、より広く市民への理解を求め
ると伴に、利用者からの要望等も取り入れる。

情報提供 の
充実

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

23
現在の地域医療連携室の機能をより充実させると伴に、
特に前方連携体制の更なる強化、医師会、市・県等との
外部組織との交流の強化を図る。

地域医療連携
体制の強化

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

24
当該計画の進行管理を含む、病院の経営状況等を外部の
専門委員等に評価いただくことにより、経営の安定化を
図り、永続的良質な医療の提供を堅持する。

委員による
評価・提言

→ ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

研
修
充
実

医師研修体制の充実 毎年

看護師研修体制の充実 毎年

その他職員研修体制の
充実

毎年

実
施
体
制

地方公営企業法の全部
適用へ移行

Ｈ21.7

業務実行部門の改革 Ｈ21.10

人事評価制度の検討 Ｈ23.4

院内提案制度の導入 Ｈ21.7

医療情報システムの拡
充

外部評価委員会の設置
と評価の実施

毎年

Ｈ24.4

医療の質向上と患者
サービスの向上

毎年

市民への情報提供の充
実

毎年

地域医療連携の強化 毎年


